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普
天
間
飛
行
場
に
お
け
る
国
連
軍
地
位
協
定
の
位
置
付
け
と
在
日
米
軍
基
地
再
編
に
関
す
る
質
問
主
意
書

現
在
、
自
衛
隊
と
在
日
米
軍
の
役
割
分
担
や
在
日
米
軍
基
地
再
編
見
直
し
に
つ
い
て
、
米
国
と
協
議
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

朝
鮮
戦
争
の
勃
発
を
契
機
と
し
、
日
本
が

一
九
五
四

（昭
和
二
十
九
）
年
二
月
に
米

・
英

・
仏
な
ど
十
ヶ
国
と
結
ん
だ
日
本

国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定

（以
下

「国
連
軍
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
が
、
安
全
保
障
を
巡
る
環

境
が
大
き
く
変
化
す
る
今
日
に
お
い
て
も
未
だ
効
力
を
有
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
在
日
米
軍
基
地
の

一
つ
で
あ
る
普
天
問

飛
行
場
は
、
現
在
も
国
連
軍
基
地
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
が
国
民
に
幅
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
政
府
は
こ
れ
ら
の
事
実
及
び
そ
の
意
義
に
つ
い
て
積

極
的
に
説
明
す
る
責
任
を
負
う
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一　

国
連
軍
地
位
協
定
の
今
日
的
役
割
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

一
一　
国
連
軍
及
び
国
連
軍
基
地
の
存
在
は
、
国
民
に
周
知
徹
底
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
国
民
の
理
解
が
不
充
分
な
ま

ま
、
国
連
軍
及
び
国
連
軍
基
地
が
日
本
国
内
に
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
示
さ
れ
た
い
。

〓
一　
現
在
国
内
に
存
在
す
る
国
連
軍
基
地
で
は
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
航
空
機
や
艦
艇
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
。
各
基
地
に

一



そ
れ
ぞ
れ
配
置
さ
れ
て
い
る
航
空
機
の
各
機
種
や
各
艦
艇
の
使
用
日
ご
と
に
、
詳
細
に
示
さ
れ
た
い
。

四
　
昨
年
十
月
、
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
の

「日
米
同
盟

・
未
来
の
た
め
の
変
革
と
再
編
」
に
よ
り
、
普
天
間
飛
行
場
の

移
設
が
日
米
政
府
間
で
合
意
さ
れ
た
。

１
　
普
天
間
飛
行
場
の
有
す
る
機
能
の
移
転
先
を
す
べ
て
示
さ
れ
た
い
。

２
　
１
へ
の
答
弁
で
示
さ
れ
た
移
転
先
の
基
地

（以
下

「移
転
先
基
地
」
と
い
う
。
）
は
、
国
連
軍
基
地
と
し
て
の
性
格
を

引
き
継
ぐ
の
か
。
引
き
継
ぐ
と
し
た
場
合
及
び
引
き
継
が
な
い
と
し
た
場
合
の
各
基
地
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
法
的
根
拠

も
併
せ
て
示
さ
れ
た
い
。

３
　
２
へ
の
答
弁
で
示
さ
れ
た
移
転
先
基
地
の
性
格
及
び
そ
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
国
連
軍
地
位
協
定
の
他
の
加
盟
国

と
協
議
し
て
い
る
の
か
示
さ
れ
た
い
。

４
　
国
連
軍
基
地
で
あ
る
普
天
間
飛
行
場
の
移
転
に
伴
い
、
国
連
軍
地
位
協
定
の
改
正
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
か
。
改
正

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
手
順
で
行
わ
れ
、
ま
た
、
他
の
国
連
軍
地
位
協
定
の
加
盟
国
の
同
意
を
得

ら
れ
る
見
通
し
は
ど
の
程
度
あ
る
と
考
え
る
か
。

移
転
先
基
地
に
、
現
在
自
衛
隊
の
駐
屯
地
や
基
地
で
あ
る
場
所
が
含
ま
れ
て
い
る
か
。
含
ま
れ
て
い
る
場
合
、
自
衛
隊
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の
駐
屯
地
や
基
地
が
、
国
連
軍
基
地
で
あ
る
普
天
間
飛
行
場
の
移
転
先
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

五
　
国
連
軍
地
位
協
定
に
よ
り
、
日
本
国
内
に
国
連
軍
後
方
司
令
部
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
司
令
部
が
他
国
軍
か
ら
の
攻
撃

対
象
と
な
る
危
険
性
は
な
い
の
か
。

エハ
　
国
連
軍
地
位
協
定
上
、
国
連
軍
基
地
の
使
用
目
的
は
兵
姑
上
の
協
力
を
行
う
た
め
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

１
　
実
際
に
朝
鮮
半
島
で
有
事
が
発
生
し
た
場
合
、
日
本
政
府
は
兵
姑
上
の
協
力
を
行
う
の
か
。
協
力
を
行
う
場
合
又
は
協

力
を
行
わ
な
い
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
的
根
拠
も
併
せ
て
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
の
日
本
政
府
の
見
解
は
、
国

連
軍
地
位
協
定
の
他
の
す
べ
て
の
加
盟
国
と
の
間
で
合
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
示
さ
れ
た
い
。

２
　
兵
姑
上
の
協
力
に
対
し
、
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務

の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定

（以
下

「Ａ
Ｃ
Ｓ
Ａ
」
と
い
う
。
）
の

適
用
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ａ
の
適
用
に
つ
い
て
、
国
連
軍
地
位

協
定
の
加
盟
国
で
あ
る
米
国
と
の
間
で
合
意
事
項
が
あ
れ
ば
、
そ
の
合
意
事
項
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
実
施
可
能
で

あ
る
か
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

七
　
国
連
軍
将
校
が
定
期
的
に
会
合
を
開
い
て
い
る
が
、
こ
の
会
合
の
内
容
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
は
内
容
を
把
握
し
て
い
る

三



右
質
問
す
る
。
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